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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年５月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年１月２４日 １１時３５分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市網地
あ じ

島南南東方沖 

 濤波岐
ど み き

埼灯台から真方位１４８°２０.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°５７.５′ 東経１４１°４３.６′） 

事故の概要  漁船第三十一大林
だいりん

丸は、操業中、底引き網開口板に繋
つな

がるワープが

上下に振動した際、同ワープが甲板長に当たり負傷した。 

事故調査の経過 令和４年２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第三十一大林丸、６６トン 

１３０７１７、株式会社真高漁業（Ａ社） 

３１.４５ｍ×６.４０ｍ×２.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６９８kＷ、昭和６３年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６５歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５６年６月１０日 

 免 状 交 付 年 月 日 令和２年８月３１日 

 免状有効期間満了日 令和７年１０月１７日 

漁労長 ６４歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５５年１月７日 

 免 状 交 付 年 月 日 令和３年７月６日 

 免状有効期間満了日 令和８年７月５日 

甲板長 ３１歳 

 死傷者等 軽傷 １人（甲板長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約２.０ｍ 

 事故の経過 本船は、船長、漁労長及び甲板長ほか４人が乗り組み、１そう引き

沖合底引き網漁を行う目的で、令和４年１月２４日０３時１０分ご

ろ、石巻市石巻漁港を出港した。  
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 本船は、オッターボード 1 を有する底引き網漁船で、えい網時の主

な漁具は次のように構成されていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１ えい網時の主な漁具の構成 

 

本船は、０５時３０分ごろ網地島南南東方沖の漁場に到着して第１

回目の操業を開始し、１０時４５分ごろ操業を終了した。 

 本船は、第２回目の操業を行うこととし、１１時３０分ごろ、船橋

で操船及び操業指揮をとっている漁労長の合図で、船尾甲板の斜路か

らトロール網（長さ約７０ｍ）の投入を開始し、続いて同網に接続さ

れた網ペンネント（鋼製、直径約２０mm、長さ約５０ｍ）及び網ペン

ネントに接続されたハンドロープ（鋼製、直径約２０mm、長さ約８０

ｍ）を船尾から送出した。 

 本船は、オッターボードに接続されたオッターペンネント（鋼製、

直径約２０mm、長さ約８ｍ）及び先付ワイヤ（鋼製、直径約２０mm、

長さ約２ｍ）をハンドロープに接続した後、ハンドロープの張力を

オッターボードにかけ、ワープに接続された遊びワイヤ（鋼製、直径

約２０mm、長さ約１６ｍ）を弛ませた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

  図２ ハンドロープの張力をオッターボードにかけた状況 

 

本船は、ワープに接続された遊びワイヤの端末をワープから切り離

してトーイングチェーンに接続し、トーイングチェーンとワープを接

                             
1 「オッターボード」とは、えい航することによって生じる水中抵抗を利用してトロール網口を左右に大きく広げ

る漁具をいう。 

ワープ 

ワープ 

トロール網 

網ペンネント ハンドロープ 

トロールウインチ 

オッターボード 
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続した後、船長が船橋後部でトロールウインチ操作盤によりワープを

緊張させ、トーイングチェーンからストッパーを外してオッターボー

ドの投入準備が完了した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ オッターボード投入準備完了の状況 

 

本船は、オッターボードの投入準備が完了するころから、西風が強

くなり東側に圧流され、トロール網の投入予定ラインより船位がずれ

たので、漁労長が、漁具投入を一時停止する旨を船長に伝え、オッ

ターボードが、船尾門型マストのトップローラに吊
つ

られて不安定な状

態で左舵を取り、風上に向け北西進して船位修正を行った。 

甲板長は、漁具投入を一時停止している間に本船中央部の甲板上で

第１回目の操業の漁獲物の仕分け作業を行おうと思い、魚倉の蓋を開

けようとワープに近づいたところ、１１時３５分ごろ、本船の船位修

正が終わり、漁労長がオッターボードの投入指示を出した際、オッ 

ターボードの振動がトーイングチェーンからワープに伝わり、その振

動したワープが甲板長の左腕を強打した。（図４、図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図４ トーイングチェーンとワープの振動状況（イメージ） 
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       図５ 本事故発生時の状況（イメージ） 

 

漁労長は、船橋後部にいた船長から本事故の発生を伝えられ、船舶

電話でＡ社に本事故が発生した旨の報告を行うとともに、１１９番通

報を行い、操業を中断して石巻漁港に入港した。 

甲板長は、陸上に待機していた救急車で石巻市内の病院に搬送さ

れ、左前腕筋断裂及び左前腕打撲傷と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船は、オッターボードを投入後、船長が船橋後部でトロールウイ

ンチを操作してワープ（鋼製、直径約２０mm）を繰り出した後、同ウ

インチのブレーキを閉めてオッターボードの開き具合を確認し、更に

ワープを繰り出した後、同様の操作を繰り返してワープを水深の約３

倍の長さまで伸ばし、トロール網をえい
．．

網していた。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 本船のえい
．．

網状況 

 

漁労長は、漁労長としての経験は約１０年、船長としての経験は約

１年６か月、本船には約１１年６か月の乗船経験を有していた。 

船長は、船長としての経験は約３６年を有し、本船には約８年の乗

船経験があり、底引き網漁は約８年の経験を有していた。 

甲板長は、本船に漁船員として初めて乗り組み、底引き網漁は約９

年の経験を有していた。 

船長及び甲板長は、本事故当時、カッパズボン、ヤッケ、ゴム手
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袋、ゴム長靴、ヘルメット及び救命胴衣を着用していた。 

乗組員は、ふだん、オッターボードを投入してワープを水深に合わ

せて延長し、ワープが安定した状態で水揚げした漁獲物の仕分け作業

を行っていた。 

甲板長は、オッターボードの投入を一時停止した状態で船位修正し

ながら漁獲物の仕分け作業を行う経験がなかったので、ワープの上下

動が大きくなることを予想できないまま、魚倉の蓋を開けようとして

しまったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり  

あり 

あり 

本船は、網地島南南東方沖において、西風が強く吹く状況下、船首

を北西方に向けて船位を修正中、甲板長が、オッターボードがトップ

ローラに吊られて不安定な状態であったものの、漁獲物の仕分け作業

を行おうと思い、ワープに近づいたことから、船位の修正を終え、漁

労長がオッターボードの投入指示を出した際、オッターボードの振動

がトーイングチェーンからワープに伝わり、その振動したワープが甲

板長の左腕を強打して負傷したものと考えられる。 

甲板長は、オッターボードの投入を一時停止した状態で船位修正し

ながら漁獲物の仕分け作業を行う経験がなかったことから、ワープの

上下振動が大きくなることを予想しないまま、魚倉の蓋を開けようと

ワープに近づいたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、網地島南南東方沖において、西風が強く吹く状

況下、船首を北西方に向けて船位を修正中、甲板長が、オッターボー

ドがトップローラに吊られて不安定な状態であったものの、漁獲物の

仕分け作業を行おうと思い、ワープに近づいたため、船位の修正を終

え、漁労長がオッターボードの投入指示を出した際、オッターボード

の振動がトーイングチェーンからワープに伝わり、その振動したワー

プが甲板長の左腕を強打したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、オッターボードを投入してワープを水深に合わせて延

長し、漁具が安定したことを確認した後にワープに近づいて漁獲

物の仕分け作業を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


